
１．採用の時期 令和２年４月１日

２．採用人員 若干名

３．採用の職種 総合職

地域事業者の経営支援事業、地域振興・産業振興に係る各種事業計画・運営

検定試験・団体運営事務　など

４．応募資格 平成８年4月２日から平成１０年4月1日に生まれた人で四年制大学を卒業または令和２年３月までに

卒業見込みの人で、安城市の活性化と発展のため 、幅広い視野 と 熱意 を持って仕事に取り組む

ことができる方

５．必要資格 普通自動車免許（ＡＴ限定可）、簿記3級（なくても可）

６．勤務条件 【給　与】　 ２００，７００円（調整手当を含む）

【諸手当】　通勤手当、扶養手当、住居手当、時間外手当等　給与規程に基づき支給

【賞　与】　年２回（６月、１２月）

【勤務時間】　午前８時３０分～午後５時３０分

【休　日】　土・日曜日、祝祭日、年末年始、夏季特別休暇、有給休暇（計画休暇制度あり）

　　　　　　　※事業実施等により土・日・祝祭日出勤あり

【福利厚生】　社会保険（健康、厚生年金）、労働保険、健康診断、育児・介護休業

　　　　　　 　　協会けんぽ「健康宣言チャレンジ事業所」認定

【勤務地】　安城市桜町１６番１号

応募方法および選考方法

応募方法

提出書類 ①受験申込書（安城商工会議所指定のもの）　

②面接カード（安城商工会議所指定のもの）

③成績証明書（既卒者は卒業証明書も同時提出）

※応募書類は返却いたしません。

提出期限 令和元年９月１３日（金）　必着

提出先 〒446-8512　　安城市桜町１６番１号

安城商工会議所　総務グループ　あて

選考方法

書類選考 提出された書類により、書類選考を行います。

１次選考 書類選考通過者を対象に、基礎能力、適性・性格検査を行います。　　　試験日：９月下旬

２次選考 １次選考通過者を対象に、面接試験を行います。　　　 　　　　　　　　　　　試験日：１０月中・下旬

安城商工会議所は、「商工会議所法」という法律に基づいて設立された唯一の地域総合経済団体として、「その地区内における商工業の総合的な
改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資すること」を目的としています。商工会議所の活動は、業種、規模を問わず2,500余の会員企業
を基盤とし、地域中小企業の支援や地域振興を通じて安城の街づくりに取り組んでいるほか、意見要望活動をはじめ、講演会、講習会等の開催、
各種検定、小規模事業者支援、商事取引の仲介等、様々な産業経済問題に対処するため、多岐にわたる事業活動を展開しています。

安城商工会議所職員募集

募集要項

　※選考スケジュールについては応募者に個別に連絡いたします。


